
 

配置予定技術者（主任技術者等）の専任要件の緩和について 

 

神奈川県（企業庁、教育委員会、県警本部を含みます）が発注（兼務する工事と、兼務の相手方とする

工事の双方とも同様です）し、一定の条件を満たす工事について、主任技術者の専任、及び、現場代理人

の常駐に関する要件を、当面の間、次のように緩和します。 

 

１ 主任技術者の専任要件の緩和について 

 

 

 

 

 

（※１） 「工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に

調整を要する工事」とは、神奈川県が発注する「同業種（細目は問わない）の工事」又は「異業種で

も、主任技術者の資格要件が同一の工事（※２）」のことをいいます。 

（※２） 兼務の相手方となる施工中の工事における資格要件（資格や経歴等）に応じて、主任技術者と

なりうる工事間の兼務を認めます。（例：一級土木施工管理技士＝土木一式、とび・土工・コンクリー

ト、石、鋼構造物、ほ装、しゅんせつ、塗装、水道施設） 

 

２ 現場代理人が兼務できる工事の範囲について 

 

 

 

 

 

３ 入札時の手続きについて 

・ 兼務を希望する場合は、落札候補者となった際に、速やかに兼務の意思を発注者に伝えるとともに、

兼務の相手方となる工事の発注者に「専任を要する主任技術者の兼務届出書」（別添様式）を正副

２通提出し、副本に当該者の押印を受けてください。 

・ 事後審査中の発注者に、配置予定技術者届や現場代理人兼務届等の従前の書類のほか、前記

「専任を要する主任技術者の兼務届出書」の副本を提出し、発注者の審査を受けてください。 

 

４ その他 

・ 本件緩和措置は、監理技術者や営業所における専任の技術者には、適用されません。 

・ 兼務を認めた工事において、契約中に、そのいずれかの下請契約の金額が5,000万円（建築一式

工事は8,000万円）以上となった場合は、主任技術者に代えて監理技術者を置くこととなりますが、

監理技術者の兼務は認められないため、主任技術者及び現場代理人の途中交代を認めます。 

 

 

請負代金額が4,500万円（建築一式工事は9,000万円）以上の工事に配置する主任技術者

については、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工

にあたり相互に調整を要する工事（※１） で、かつ、工事現場の間隔が直線距離で５km程度

で自動車で概ね30分以内の範囲内の工事に限り、２件まで兼務を認めます。 

現場代理人の常駐義務について、主任技術者の兼務を行う工事、かつ、主任技術者と現

場代理人が同一人物の場合に限り、2,500 万円以上（建築工事の場合は、1,000 万円以上）

の工事においても、連絡員を定めることを条件に、２件まで兼務を認めます。 

（令和７年２月１日適用） 



（様式） 

専任を要する主任技術者の兼務届出書 

 

商号又は名称               

 

 

下記の工事の現場に配置する専任を要する主任技術者について、下記の工事を兼務させ

るので届け出ます。 

 

発注機関名  

工 事番号   

工 事 名  

工 事場所   

工 期  

工 種  

 

１ 兼務する現在契約中の工事 

発注機関名  

工 事番号   

工 事 名  

工 事場所   

工 種  

技術者氏名  

資 格  

現契約金額  

備   考  

注）専任を要する監理技術者や営業所における専任の技術者については、他の工事を兼務でき

ません。 

 

２ 兼務箇所図 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）枠内に兼務する工事の箇所と距離を明記してください。 


